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1．経営戦略について 

（1）経営戦略改定の背景 

全国の自治体においては、今後の急速な人口減少等に伴うサービス需要の減少や施設老朽化に伴う更

新需要の増大など、経営環境が厳しさを増す中にあっても、将来にわたり住民生活に必要なサービスを

安定的に提供していくため、中長期的な経営の基本計画である経営戦略を策定・改定し、経営基盤の強

化と財政マネジメントの向上に取り組むことが求められています。 

現在、総務省から各自治体に対して、「「経営戦略」の改定推進について（令和４年１月 25日付け総財

公第６号・総財営第１号・総財準第２号 総務省自治財政局公営企業課長、公営企業経営室長、準公営

企業室長通知）」や「新経済・財政再生計画改革工程表 2023（令和５年 12 月 21 日経済財政諮問会議）」

により通知が行われており、令和７年度までに既存の経営戦略の見直し率を 100％とし、収入、支出、

管理者の情報等の「経営の見える化」を推進することとなっています。 

国土交通省は社会資本整備総合交付金の交付に当たり、「社会資本整備総合交付金等の交付にあたっ

ての要件等の運用について」（国水下第 65号、令和７年４月１日）５.(２)のとおり、令和２年度以降、

少なくとも５年に１回の頻度で、下水道使用料の改定の必要性に関する検証及び経費回収率の向上に向

けたロードマップ（概ね 10年程度での段階的な使用料適正化や経営改善等の具体的取組、実施予定時期

及び業績指標を記載）を経営戦略へ記載することを交付要件としています。また、社会資本整備総合交

付金の交付における重点配分要件の１つとして、公営企業会計を適用した地方公共団体は経費回収率が

80％を下回らないことが挙げられています。 

湯河原町では、施設の維持管理に係る経費の増大や人口減少に伴う有収水量及び下水道使用料収入の

減少、また、減価償却費や長期前受金戻入などの勘定科目に基づき資産状況に着目した経営状況の「見

える化」を行うこととして、令和３年度から令和 12 年度までの 10 年間を計画期間とした「湯河原町下

水道事業経営戦略」を令和２年度に策定しています。 

経営戦略策定後、新型コロナウイルス感染症の流行やウクライナ情勢の影響による物価上昇など、

様々な社会情勢の変化が起こっています。 

本年度は、既経営戦略計画期間の中間年であることから、現在の社会情勢の変化等を反映させた計画

の「見直し（ローリング）」を行います。また、「見直し（ローリング）」の実施に当たり、計画期間を

令和８年度から令和 17年度までの 10年間とします。 
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（2）経営戦略改定のポイント 

今回の経営戦略は、以下に示すポイントに留意して改定を行います。 

 

 

 

 

  

【経営戦略改定のポイント】 

 公営企業会計移行後の平成 29年度以降の事業実績の分析 

 物価上昇等を反映した維持管理費、委託料、動力費等の上昇傾向等の反映 

 物価上昇等を反映した上で収支を維持する場合に必要となる経営改革（使用料改定等）の検討 

 下水道使用料の改定の必要性に関する検証及び経費回収率の向上に向けたロードマップの見直し 
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２．事業概要 

（1）事業の現況 

① 施設の整備状況 

供 用 開 始 年 度 

（供用開始後年数） 

昭和 60 年度 

（供用開始後 40 年） 

法適（全部適用・一部適用） 

非 適 の 区 分 
適用（全部適用） 

処理区域内人口密度 56.59 人／ha 
流域下水道等への 

接 続 の 有 無 
無 

処理区数 ２処理区：湯河原処理区、奥湯河原処理区 

処理場数 １箇所：湯河原町浄水センター 

広域化・共同化・最適化 

実施状況 

供用開始時より熱海市の一部区域 127ha を「広域処理方式」として本公共下水

道に取り込んでいます。また、平成 19年度より真鶴町の汚水を湯河原町の終末処

理場で処理を行う「広域処理方式」として本公共下水道に取り込んでいます。 

神奈川県が令和４年度に策定した汚水処理事業広域化・共同化計画で定められ

たロードマップに基づき、電力や薬品の調達、水質検査業務の近隣自治体との共

同化に関する協議を進めているところです。 

 

令和６年度末現在、管渠総延長は汚水約 118km、雨水約２km が整備済みとなっています。また、総事

業費は管渠が約 13,440百万円、処理場が約 20,797百万円となっています。 

なお、湯河原町の下水道は、昭和 51年度から下水道管渠の布設を進めており、最も古い管渠は令和６

年度末現在、布設から 48 年が経過しています。管渠の標準耐用年数が 50 年であることから、今後老朽

化する管路施設が増加していくことが想定されます。また、処理場施設についても、昭和 60年度の供用

開始から 40年が経過しており、機械・電気設備等において老朽化の進行が喫緊の課題となっています。

本町の公共下水道は、近い将来、管路施設や処理場施設の大規模な更新時期が到来することが想定され、

改築・更新に伴い建設改良投資が増加していく見込みです。 

項 目 数 量 総事業費 

管 渠 
汚水 

公共下水道 115km 

13,440百万円 特定環境保全公共下水道 3km 

雨水 2km 

処理場 

処理方式 標準活性汚泥法 

20,797百万円 

計画処理能力 21,875m3/日 

現在処理水量 
日平均 11,275 m3/日 

日最大 13,668 m3/日 

年間総処理水量 3,943,757 m3 

年間有収水量 2,978,834 m3 
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② 水洗化の普及状況 

水洗化率について、湯河原処理区は平成 30 年度に 93.9％となり、以降 92～93％程度で推移しており、

令和６年度は 92.8％となっています。奥湯河原処理区は各年度で増減はあるものの増加傾向を示してお

り、令和６年度には 70.4％（平成 29年度から 8.6％増加）まで上昇しています。 

 

 

③ 使用料 

一般家庭用使用料体系の 

概要・考え方 

・現行では、水道使用量を算定基礎とする従量制を採用しています。 

・令和６年４月１日から改定倍率を 12％として、使用料の改定を行っています。 

・使用料（消費税別）は、基本使用料（１ヶ月当たり 10m3まで 1,266 円）と超過

料金（158 円/m3）により構成されています。 

業務用使用料体系の 

概要・考え方 
特になし 

条例上の使用料 

（20m3あたり） 

令和 4 年度 2,540 円 
実質的な使用料 

（20m3あたり） 

令和 4 年度 2,895 円 

令和 5 年度 2,540 円 令和 5 年度 2,900 円 

令和 6 年度 2,846 円 令和 6 年度 3,034 円 

 

④ 組織 

職 員 数 現在の組織体制は、事務職員５名、技術職員２名の計７名体制です。 

事 業 運 営 組 織 
令和７年度現在は下水道課として事業運営を行っています。令和８年度からは水道課と統

合した上下水道課として運営を行っていく方針です。 
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⑤ 一般会計繰入金の状況 

過年度の一般会計繰入金は、毎年度概ね２億円程度の投入額となっています。 

資本的収支分については下水道事業債（特別措置分）の元利償還に充当しています。この償還が令和

16 年度で完了する予定であることから、年々資本的収支分に占める割合は減少しています。 

 

 

 

（2）民間活力の活用等 

民間活用の状況 

ア 民間委託 

（包括的民間委託を含む） 

処理場の運転については３年間の民間委託としていま

す。委託内容には薬品の調達を含んでいます。 

イ 指定管理者制度 － 

ウ ＰＰＰ・ＰＦＩ － 

資産活用の状況 

ア エネルギー利用 

（下水熱・下水汚泥・発電等） 
－ 

イ 土地・施設等利用 

（未利用土地・施設の活用等） 

職員及び委託業者社員の駐車場使用料を徴収していま

す。 
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（3）経営比較分析表を活用した現状分析 

① 公共下水道事業 

令和６年４月に使用料改定を実施したことから、経常収支比率は 100％を上回り、単年度では黒字に

転じています。これに伴い、近年増加している累積欠損金比率（０％であることが望ましい）について

も 87.72％から 79.39％に減少しています。 

流動比率は 100％を上回っており前年度から増加しています。これは、企業債償還金が減少傾向（＝

流動負債が減少）であり、また、使用料改定により現金預金が増加（＝流動資産が増加）したためです。 

企業債残高対事業規模比率は、建設初期に借り入れた企業債の償還が終期となっていることから年々

減少して 416.59％となっており、類似団体平均値である 693.82％よりも低い状況です。しかし、今後は

施設の耐震化やストックマネジメント計画に基づく更新等が想定されるため、増加していくことが予想

されます。 

経費回収率は、使用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えているかを示す指標であり、下水道

使用料単価を汚水処理原価で除して算定します。令和６年度は 86.00％と、類似団体平均値である

85.44％よりは高く推移していますが 100％を下回っており、使用料収入以外の収入で汚水処理に係る費

用を賄っている状況です。また、年々減少する傾向にあり、汚水処理原価が年々高騰していることが要

因と考えられます。一方で、水洗化率は９割を超えているため、下水道使用料の大幅な増加は見込めな

い状況です。したがって、適正な使用料収入の確保及び汚水処理費用の削減が必要となっています。 

管渠老朽化率は０％ではあるものの、昭和 51年度から下水道管渠の布設を行っており、最も古い管渠

は布設から 48年が経過していることから、今後老朽化率は増加していくことが想定されます。 

 

② 特定環境保全公共下水道事業 

経常収支比率は 100％を上回っており、毎年度増加傾向にあります。また、累積欠損金比率も０％と

なっており、健全な事業経営が継続できている状況です。 

施設利用率は、公共下水道事業で建設された施設を利用していることから 0％です。これに伴い、汚

水処理原価も類似団体平均を大きく下回っています。汚水処理原価が安価であるため、経費回収率につ

いても類似団体平均を大きく上回っており、毎年度 100％以上となっています。 
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３．将来の事業環境 

（1）処理区域内人口の予測 

湯河原町の行政人口は毎年減少傾向を示しており、今後もこの傾向が続くものと考えられます。また、

毎年の面整備を見込んでいるものの、行政人口の減少率が大きいことから処理区域内人口についても

年々減少していく見込みです。 

 

図 1 行政人口及び処理区域内人口の予測 

 

（2）有収水量の予測 

① 水洗化人口 

過年度の実績を踏まえた水洗化率の伸び率を考慮して水洗化人口を推計しています。 

行政人口の減少率が大きく、水洗化人口についても年々減少していく見込みです。 

 

図 2 水洗化人口の予測  
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② 有収水量 

有収水量は水洗化人口に比例するため年々減少していく見込みです。また、熱海市及び真鶴町の行政

人口も減少傾向を示すことから、各市町の有収水量についても同様に減少していく見込みです。 

 

図 3 有収水量の予測 

 

（3）使用料収入の見通し 

湯河原町は令和６年度に使用料体系を改定しており、基本料金、超過料金ともに 12％の値上げを行っ

ています。しかしながら、有収水量が減少する見込みであることから、使用料収入についても年々減少

していくことが予想されます。 

 

図 4 使用料収入の見通し 
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（4）下水処理負担金の見通し 

湯河原町の公共下水道は、熱海市の一部区域及び真鶴町を対象とした広域汚水処理を行っています。

これに伴い、熱海市と真鶴町から下水処理負担金を徴収しています。 

下水処理負担金は汚水処理に要する維持管理費から算定を行います。近年は物価上昇の影響により維

持管理費が増加していることから、各市町の有収水量は減少していくと予想されるものの、下水処理負

担金については増加していく見込みです。 

 

図 5 下水処理負担金の見通し 

 

（5）施設の見通し 

湯河原町の公共下水道は、昭和 51年度から管渠の布設を進めており、令和６年度末現在、最も古い管

渠は布設から 48年が経過しています。現在の管渠老朽化率は０％となっていますが、今後標準耐用年数

50 年を超過する管渠が増加していくことで、改築や修繕費等の建設改良投資の増大が想定されます。ま

た、汚水処理や汚泥処理に係る機械・電気設備についても定期的に更新費用を見込む必要があります。 

良好な下水道サービスの維持に当たっては、突発的な故障や機能不全を未然に防止する「予防保全」

の考え方を基本に、埼玉県八潮市の道路陥没事故の教訓を踏まえたうえで、ストックマネジメント計画

等で定められた点検・調査計画や修繕・改築の判断基準、法令等に基づき、計画的かつ効率的な維持管

理及び更新を実施します。さらに、近年の激甚化・頻発化する風水害や、発生が予期できない地震など

の災害時においても、被害軽減や迅速な復旧を図るため、総合地震対策計画に基づき、管路施設や処理

場施設の耐震化・耐水化工事を推進します。 

 

（6）組織の見通し 

令和８年度から水道課との統合により、上下水道課として運営を行っていく方針としています。  
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４．経営の基本方針 

人口減少や少子高齢化の進行、生活様式の変化などの要因による下水道使用料収入の減少や、施設の

老朽化の進行に伴う多額の建設改良投資の増加、近年の物価上昇に伴う維持管理費の高騰など、今後の

下水道事業を取り巻く経営環境は更に厳しくなることが予想されます。 

今回の経営戦略では、上記の状況に対して安定的かつ持続的な事業運営を推進するために、湯河原町

が示しているまちづくりの方針である「ゆがわら 2021 プラン（湯河原町総合計画）」に基づき、改定方

針を以下のとおり設定します。 

 

【経営戦略の改定方針】 

方針１：下水道施設の持続 

湯河原町の下水道は、昭和 51年度から下水道管渠の布設を進めており、最も古い管渠は令和６年度末

現在、布設から 48 年が経過しています。管渠の標準耐用年数が 50 年であることから、今後老朽化する

管路施設が増加していくことが想定されます。また、処理場施設についても、昭和 60年度の供用開始か

ら 40年が経過しており、機械・電気設備等において老朽化の進行が喫緊の課題となっています。これら

の施設に対して、ストックマネジメント計画に基づく計画的な改築・修繕を進めていきます。また、総

合地震対策計画等を活用して耐震化・耐水化を進め、発生が予測できない地震や津波などの災害に対し

ても安定した下水道サービスの提供を行えるよう、計画的な建設改良投資を見込みます。 

 

方針２：下水道未普及地域の解消、水洗化率の向上 

令和６年度末現在、湯河原町の下水道は事業計画区域 523ha に対し 427ha の整備が完了しており、整

備率は約 82％となっています。引き続き面整備を進め、下水道未普及地域の解消を図ります。また、下

水道未接続の家屋に対して水洗化の普及啓発を実施し、下水道への接続の理解向上に努めることで、水

洗化率の向上を図ります。 

 

方針３：経営基盤の強化 

今後厳しくなることが予想される経営環境においても、安定した下水道サービスを継続して提供する

ために、計画的な事業実施や、経費回収率を指標とした適切な使用料収入の検討、研修等による職員の

技術力向上等の取組を実施し、下水道経営基盤の強化を図ります。  
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５．投資・財政計画（収支計画） 

（1）投資・財政計画 
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（2）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

① 収支計画のうち投資についての説明 

【管路施設】 

下水道未整備の地区は今後も整備を進めていく方針として、総額約 5.2 億円の投資を見込んでいます。 

また、下水道管渠の布設を昭和 51年度から進めており、令和６年度末現在、最も古い管渠は布設から

48 年が経過していることから、今後法定耐用年数を超過する管渠が増加していくことが想定されます。

これらの更新費用として総額約 5.0億円の投資を見込んでいます。 

その他、総合地震対策事業として管渠の可とう性化工事を実施予定であり、総額約 3.3 億円の投資を

見込んでいます。 

【処理場施設】 

令和８年度より第２期ストックマネジメント計画期間となり、ストックマネジメント実施計画に基づ

き改築・更新工事を進めていきます。また、令和 13年度より第３期ストックマネジメント計画期間とな

り、この期間で水処理施設を旧系から新系の池へ移設する予定です。これらの改築・更新工事費用とし

て総額約 31.2億円の投資を見込んでいます。 

また、総合地震対策事業として、管理棟と汚泥棟の耐震補強工事、放流口にフラップゲートを設置す

ることによる耐水化工事を実施する予定です。耐震補強工事は約 2.8億円、耐水化工事は約 16.5百万円

の投資を見込んでいます。 

【その他】 

管路施設、処理場施設に係る建設改良費以外（ストックマネジメント計画外の建設改良工事）に発生

を見込む費用として、総額約 5.4億円の投資を見込んでいます。 

 

 

図 6 建設改良費の試算  
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② 収支計画のうち財源についての説明 

【長期前受金戻入】 

当初収益化予定額に新規収益化試算額を加えて試算しています。 

 

図 7 長期前受金戻入の試算 

 

【一般会計繰入金】 

収益的収入分と資本的収入分を合わせて年間 1.9億円を計上しています。 

資本的収支分については下水道事業債（特別措置分）の元利償還に充当しており、この償還が令和 16

年度に完了する予定です。したがって、令和 17年度以降は収益的収支分にのみ充当する予定です。 

引き続き一般会計の繰入について調整します。 

 

図 8 一般会計繰入金の試算  
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【国庫補助金】 

耐震化や老朽管の更新、さらに、点検などの業務においては、国庫補助金を積極的に導入します。 

 

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

【維持管理費】 

維持管理費は、汚水処理に要する経費（動力費、委託料、薬品費等）及び職員給与費に分類されます。

動力費及び薬品費については処理水量に依存するものとして試算し、それ以外の項目については過年度

実績を踏まえ基準額を設定しています。また、これらの項目は物価上昇の影響を受けるものとして、令

和 11年度までは前年度比２％、令和 12年度以降は前年度比１％の物価上昇率を見込んでいます。 

 

図 9 維持管理費（職員給与費、汚水処理経費）の試算 

 

【減価償却費】 

当初償却予定額に新規資産償却予定額（建設改良予定額から算定）を加えて試算しています。減価償

却費と長期前受金戻入の差額（損益勘定留保資金）は収益的収支に不足する金額に対する補填財源とし

て扱われます。 

 

図 10 減価償却費の試算  
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【資産減耗費】 

処理場機械・電気設備を対象として、除却する固定資産の帳簿価額について、その固定資産の更新に

必要となる金額の残存簿価率を５％と設定して算定します。計画期間内で約 1.3 億円を計上しています。 

 

図 11 資産減耗費の試算 

 

【企業債に係る支払利息】 

既発債については起債発行当初の利率とし、新規発行分については利率変動を見込んで試算していま

す。計画期間内に多額の建設改良投資を予定しているため、企業債残高は増加する見込みです。 

 

図 12 企業債残高、企業債償還金、支払利息の試算 
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（3）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

① 今後の投資についての考え方・検討状況 

広域化・共同化・最適化 

に関する事項 

本町はすでに広域化に取り組んできた経緯があり、これ以上の広域化は地勢的に困難であ

ると考えています。今後は県内自治体との排水設備関連事務の共同化や、災害時における

対応能力向上を図るため相互融通できる体制を構築することを目的としたＢＣＰの共同化

などの実施に向けた検討を進めていきます。 

投資の平準化に 

関する事項 
ストックマネジメント計画や総合地震対策計画等を活用し、投資の平準化を図ります。 

民間活力の活用に関する

事項（PPP/PFI など） 

現在、処理場の維持管理について包括的に業務を委託しています。引き続き活用を図るこ

ととします。また、ウォーターＰＰＰの導入についても検討を進めていきます。 

その他の取組 － 

 

② 今後の財源についての考え方・検討状況 

使用料の見直しに 

関する事項 

計画期間中に使用料改定を想定し、使用料の適正化を図る方針としています。ただし、改

定に当たっては、倍率及び時期について今後の財政状況を注視しつつ詳細な検討を行う必

要があります。 

資産活用による収入増加

の取組について 

下水道事業で保有している用地の精査を行い、一時貸付による使用料の回収等収益確保に

努めます。 

その他の取組 

一般会計からの繰入れの確保に努めます。また、国庫補助金制度の動向を適切にとらえ、

流用などの機会を積極的に活用するなど、計画に基づいた着実な建設改良工事を行うこと

ができるよう、その財源確保に努めます。 

 

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況 

民間活力の活用に関する

事項（包括的民間委託等

の民間委託、指定管理者

制度、PPP/PFI など） 

引き続き処理場の運転・維持管理業務を民間に委託する方針とします。現在は３年間の仕

様発注方式ですが、今後は性能発注方式や委託期間の長期化などの検討を進めていきま

す。 

職員給与費に関する事項 

令和８年度から水道課と統合し上下水道課として運営を行うものの、職員給与費について

は現状維持を見込んでいます。今後の物価上昇等の社会情勢を踏まえ、適正な職員給与費

の検討を進めていく必要があります。 

動力費に関する事項 － 

薬品費に関する事項 － 

修繕費に関する事項 
突発的な故障による修繕費の増加を抑制するため、ストックマネジメント計画を活用し、

計画的かつ効率的な更新を行い、修繕費の縮減を図ります。 

委託費に関する事項 － 

その他の取組 － 
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６．経費回収率向上に向けたロードマップ 

（1）業績指標及び目標年限 

経費回収率及び経常収支比率を業績指標とします。 

経費回収率は、計画期間中に使用料改定を行い、80％以上とすることを目標とします。 

 

表 1 今回経営戦略における業務指標 

業務指標 指標の意義 
現状 

(令和６年度決算) 

単純試算※ 

(令和 17年度推計) 
目標値 

経費 

回収率 

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄え

ているかを表した指標であり、100％以上となって

いることが望ましいです。 

86.9％ 62.9％ 80％以上 

経常収支 

比率 

当該年度において、使用料収入や他会計繰入金等の

収益で維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄

えているかを表す指標であり、100％以上となって

いることが望ましいです。 

101.1％ 87.5％ 90％以上 

水洗化率 
処理区域内人口のうち、下水道に接続して汚水処理

を行っている人口の割合を表す指標です。 
92.6％ 94.9％ 95％ 

※単純試算：使用料改定を行わなかった場合における令和 17 年度推計値です。 

 

（2）使用料改定の必要性 

令和６年度に使用料を改定し経費回収率は向上しましたが、人件費、物価の高騰、耐震化対策や老朽

化に伴う支出増により今後の費用増加が見込まれます。使用料改定の必要性について検討を開始します。 

 

（3）収入増加の取り組み 

未普及地区の整備促進事業を継続して進めます。 

 

（4）経費削減の取り組み 

ストックマネジメント計画に基づき、減価償却費を含む施設管理費用やライフサイクルコストの削減

に継続して取り組むほか、企業債の計画的な償還と新規発行の抑制による支払利息の増加抑制にも取り

組みます。 

 

（5）定期的な検証及び見直し 

経営戦略についての策定期間は 10年ですが、既存施設の維持管理や改築更新にあたり、適正な財政計

画が必要となるため、決算状況を活用し、３～５年を目安に定期的な使用料の見直しを含め、収支計画

に関する見直しを行います。  
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（6）ロードマップ 

① 既経営戦略におけるロードマップの達成状況 

令和２年度に策定した「湯河原町下水道事業経営戦略」では、以下に示すロードマップを設定してい

ます。これに対し、本町の経費回収率は令和６年度末まで 80％以上を維持できています。また、経常収

支比率は徐々に改善していき令和８年度時点で 100％を達成する計画でしたが、令和６年度末で 101.1％

となっています。 

 

 

図 13 前回経営戦略におけるロードマップ 

  

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

経費回収率（前回ロードマップ） 83.7% 81.3%

経費回収率（過年度実績） 88.7% 91.0% 88.6% 86.9% － － － － － －

経常収支比率（前回ロードマップ） 89.9% 100.0% 100.0%

経常収支比率（過年度実績） 92.9% 93.8% 95.2% 101.1% － － － － － －

① 経営戦略の改定 ● ●

② 使用料の改定（検討期間含む） ●

③ 未普及地区の整備促進

④ ストックマネジメント計画の見直し ● ●

⑤
ストックマネジメント計画に基づく
ライフサイクルコストの削減

⑥
定期的な検証及び使用料・収支計画
の見直し

項目

①

取
組
項
目

経
営
指
標

②
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② 今回見直しにおけるロードマップの設定 

今回の経営戦略では、使用料収入の減少に伴う経費回収率の低下を防ぐため、計画期間内において使

用料改定を見込んでいます。今後は経費回収率を指標として、達成できない場合には速やかに経営戦略

の見直しを図るものとします。 

 

 

図 14 今回経営戦略におけるロードマップ 

 

 

 

  

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

① 経費回収率 112.3% 80.0%

② 経常収支比率 100.1% 90.0%

① 経営戦略の改定 ● ●

② 使用料の改定（検討期間含む）

③ 未普及地区の整備促進

④ ストックマネジメント計画の見直し ● ●

⑤
ストックマネジメント計画に基づく
ライフサイクルコストの削減

⑥
定期的な検証及び使用料・収支計画の見
直し

項目

経
営
指
標

取
組
項
目

※使用料改定の検討にあたって 

実際の使用料金の改定時期や改定幅は、詳細な料金改定検討を経て決定されるため今回の計画と

実際の改定率は異なる可能性があります。改定の検討にあたっては社会情勢や使用者の負担感など

の要素を踏まえ、検討します。 
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７．経営の効率化・健全化に関する取り組み 

（1）人材に関する事項 

これからの湯河原町下水道施設は、老朽化と耐震対策が急務の課題となります。本町下水道事業を取

り巻く環境は過渡期に差し掛かっており、職員の資質においても建設に関する知識以外に財務・経営面

や官民連携手法等様々な専門知識の習得が求められます。本町においてもウォーターＰＰＰ等の官民連

携の取り組みを進めていく必要があります。 

 

（2）広域化・共同化に関する事項 

【広域化】 

本町の下水道事業は、隣接する熱海市の一部区域及び真鶴町の下水道区域を含めた広域汚水処理に取

り組んでいます。しかしながら、これ以上の他近隣自治体との処理場の統廃合は地勢的に困難であると

考えられます。 

 

【共同化】 

本町では、神奈川県が令和４年度に策定した汚水処理事業広域化・共同化計画により、下記のとおり

県内自治体との共同化の検討を進めていきます。 

 

①ソフト連携（事務の共同化） 

排水設備関連事務の共同化として、職員の事務負担軽減や申請者の利便性向上を図るため、市町村で

行っている排水設備関連事務（指定下水道工事店登録申請・責任技術者登録申請・排水設備工事確認申

請等）の共同化に関して、実施に向けた検討を進めます。 

 

②ソフト連携（ＢＣＰ共同化） 

災害時における資機材の相互融通として、災害時における対応能力の向上を図るため、各自治体の資

機材保有状況の情報を共有するなどし、相互融通できる体制を構築することについて、実施に向けた検

討を進めます。 

 

今後も関連の動向を注視し、上記取り組みも含めて必要に応じて広域化・共同化の可能性を検討して

いきます。 
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８．用語集 
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この資料に関するお問い合わせは上下水道課です。 

〒259-0392 神奈川県足柄下郡湯河原町中央二丁目２番地１ 

電話番号：0465-63-2111 ファックス番号：0465-64-0300 


